
　議案第　19　号

令和７年度

目黒区一般会計予算



　

　　令和７年度目黒区の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

　第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ142,340,360千円と定める。

　２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に

　　よる。

　（債務負担行為）

　第２条　地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

　　期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

　（特別区債）

　第３条　地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる特別区債の起債の

　　目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表特別区債」による。

　（一時借入金）

　第４条　地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

　　10,000,000千円と定める。

　（歳出予算の流用）

　第５条　地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を

　　流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　　(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合に

　　　おける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

　　令和7年2月17日提出

予　算　総　則
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　　令和7年2月17日提出

　目黒区長　　青　木　　英　二  

令和７年度目黒区一般会計予算



1 特別区税 52,246,197

1 特別区民税 50,392,615

2 軽自動車税 92,580

3 特別区たばこ税 1,761,001

4 入湯税 1

2 地方譲与税 427,352

1 自動車重量譲与税 305,000

2 地方揮発油譲与税 88,100

3 森林環境譲与税 34,252

3 利子割交付金 611,000

1 利子割交付金 611,000

4 配当割交付金 1,493,500

1 配当割交付金 1,493,500

5 株式等譲渡所得割交付金 1,818,300

1 株式等譲渡所得割交付金 1,818,300

6 地方消費税交付金 7,754,000

1 地方消費税交付金 7,754,000

7 環境性能割交付金 153,400

1 環境性能割交付金 153,400

第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

千円



8 地方特例交付金 73,500

1 地方特例交付金 73,500

9 特別区交付金 20,200,000

1 特別区財政調整交付金 20,200,000

10 交通安全対策特別交付金 28,900

1 交通安全対策特別交付金 28,900

11 分担金及び負担金 1,366,552

1 負担金 1,366,552

12 使用料及び手数料 2,433,033

1 使用料 1,903,110

2 手数料 529,923

13 国庫支出金 24,482,187

1 国庫負担金 16,455,564

2 国庫補助金 8,020,861

3 国委託金 5,762

14 都支出金 15,009,227

1 都負担金 5,019,764

2 都補助金 8,371,206

3 都委託金 1,618,257

款 項 金 額

千円



15 財産収入 272,309

1 財産運用収入 268,344

2 財産売払収入 3,965

16 寄附金 7,015

1 寄附金 7,015

17 繰入金 5,189,593

1 基金繰入金 5,100,545

2 他会計繰入金 89,048

18 繰越金 2,000,000

1 繰越金 2,000,000

19 諸収入 1,955,295

1 延滞金，加算金及び過料 70,001

2 特別区預金利子 3,925

3 貸付金元利収入 45,074

4 受託事業収入 315,267

5 収益事業収入 600,000

6 雑入 921,028

20 特別区債 4,819,000

1 特別区債 4,819,000

款 項 金 額

千円



款 項 金 額

千円

歳 入 合 計 142,340,360



1 議会費 750,543

1 議会費 750,543

2 総務費 14,523,786

1 総務管理費 9,296,801

2 企画経営費 4,685,379

3 選挙費 453,051

4 監査委員費 88,555

3 区民生活費 13,108,971

1 地域振興費 2,569,255

2 税務費 1,395,235

3 戸籍及び住民記録費 957,173

4 統計調査費 277,100

5 国民健康保険費 2,428,537

6 後期高齢者医療費 3,049,142

7 国民年金費 64,981

8 区民施設費 771,805

9 文化・スポーツ費 1,595,743

4 健康福祉費 67,174,733

1 健康福祉費 888,883

歳 出

款 項 金 額

千円



2 健康衛生費 5,743,783

3 高齢福祉費 6,662,699

4 障害福祉費 8,299,531

5 児童福祉費 38,857,159

6 生活福祉費 6,722,678

5 産業経済費 880,787

1 商工消費行政費 880,787

6 都市整備費 14,933,830

1 都市計画費 8,740,249

2 土木管理費 460,996

3 道路橋りょう費 2,131,339

4 河川費 277,383

5 緑化公園費 1,905,461

6 建築費 728,110

7 住宅費 690,292

7 環境清掃費 5,526,894

1 環境対策費 531,626

2 清掃費 4,995,268

8 教育費 23,028,340

款 項 金 額

千円



1 教育総務費 5,599,982

2 小学校費 8,783,531

3 中学校費 6,412,751

4 幼稚園費 461,710

5 生涯学習費 1,770,366

9 公債費 1,145,043

1 公債費 1,145,043

10 諸支出金 1,067,433

1 財政積立金 1,067,433

11 予備費 200,000

1 予備費 200,000

款 項 金 額

千円

歳 出 合 計 142,340,360



第２表 債務負担行為

番
事 項 期 間 限 度 額

号
千円

1 目黒区土地開発公社に対する債務保証
令和 ７年度～
令和１７年度

目黒区土地開発公社が協調融資団から借入

れる事業資金50億円及び利子相当額

2 目黒区土地開発公社からの用地取得費
令和 ７年度～
令和１７年度

目黒区が目黒区土地開発公社から取得する

用地費

3 目黒区総合庁舎機械設備改修工事
令和 ８年度～
令和 ９年度

4,012,562

4
目黒区総合庁舎エレベーター設備改修工
事

令和 ８年度～
令和１０年度

905,411

5 納税通知書等作成及び封入封緘業務委託 令和 ８年度 31,616

6
督促状・催告書作成及び封入封緘業務委
託

令和 ８年度 9,802

7 大丸跨線橋耐震補強・補修協定工事
令和 ８年度～
令和 ９年度

353,760

8 向原小学校新校舎建設工事
令和 ８年度～
令和 ９年度

6,602,605

9 鷹番小学校新校舎実施設計委託 令和 ８年度 201,465

10 鷹番小学校仮設体育館賃貸借
令和 ８年度～
令和１１年度

614,389

11 目黒南中学校新校舎建設工事
令和 ８年度～
令和 ９年度

9,771,880



番
事 項 期 間 限 度 額

号
千円

12 目黒西中学校新校舎建設工事
令和 ８年度～
令和１０年度

12,114,682

13
めぐろパーシモンホール舞台機構等更新
工事

令和 ８年度 6,097



第３表 特別区債

番
起 債 の 目 的 起 債 限 度 額 起 債 の 方 法 等

号
千円

1
自由が丘一丁目29番地区再開発
事業（公管金）

1,090,000
起債の方法

証券の発行又は普通貸借の方法により起債

する。

2 向原小学校整備 1,023,000

証券発行の場合における発行価格は、額面

１００円につき９８円以上とする。

なお、証券発行の場合において発行価格が

額面を下回るときは、その発行価格をうめ

3 目黒南中学校整備 1,232,000

るために必要な金額を左欄の限度額に加算

した金額を限度額とすることもある。

利率

4 目黒西中学校整備 1,474,000

年８．０％以内

ただし、利率見直し方式で借り入れる政府

資金について、利率の見直しを行った後に

おいては、当該見直し後の利率

計 4,819,000
償還の方法

起債のときより据置期間を含め３０年以内

に償還する。

ただし、融資条件又は財政の都合により償

還年限を短縮し繰上償還することもある。

その他

金融事情その他の都合により、起債額の全

部又は一部を翌年度以降に繰延起債するこ

ともある。


